
４ 建築物等における色彩の基準 

◆町田市の特性と色彩基準の考え方 

市内の建築物等の色彩調査を実施した結果、町田市の色彩景観は、暖かみがあり、明るく落

ち着いた外壁の色彩や、明るさや鮮やかさを抑えた屋根の色彩が特徴となっています。緑豊か

な町田市の特性を生かし、緑の葉の鮮やかさ（彩度６程度）より落ち着いた色を基調とし、緑

と調和し、草花や空の色の映えるまち並みを形成します。 

① 原色に近い鮮やかな色彩は避け、空や樹木の緑、土や石などの自然の色と馴染みやすい、

暖かみのある落ち着いた色彩を基本とします。 

② 地域の景観特性を踏まえ、良好なまち並みを維持するとともに、地域の特性に応じた色

彩の誘導を図ります。 

色彩の基準は、景観法第17条第1項に規定する景観計画に定められた建築物又は工作物の形

態意匠の制限とし、ＪＩＳ規格に採用されている「色の表示方法―三属性による表示（JIS Z

８７２１）」に準拠した「マンセル表色系※１」を用い、別表１（p.159）のとおり定めます。 

注１）工作物の色彩については、建築物の外壁基本色の基準と同様にする。ただし他の法令で使用する色彩が定められて

いるもの、トラス構造物等で壁面と認識できないものについてはこの限りでない。 

注２）建築物の屋根にあっては無釉の和瓦、銅板、草葺きによるものの色彩、建築物の外壁等及び工作物にあっては着色

していない木材、土壁、ガラス、レンガ等の材料によって仕上げられる部分の色彩についてはこの基準を適用しない。 

注３）市民と馴染みが深い地域のイメージの核となるもの、地域のランドマークの役割を果たしているもの、その他良好

な景観の形成に貢献するなど、本計画の実現に資する色彩計画については、景観審議会等の意見を聴取した上で、この

基準によらないことができる。 

◆基準をマンセル色度図※２に置き換えたイメージ（外壁基本色の例） 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）表現されている色は色彩をイメージしやすくするために表示しているもので、正確なものではありません。 

＜色彩の表示方法＞ ○マンセル表色系（ＪＩＳ規格） 

①色相、②明度、③彩度 を組み合わせて表記 

  ５ＹＲ 6.0／4.0（５ワイアール6.0の4.0） 

（明度６の場合の色票）

Ｒ（赤）  ＹＲ（黄赤） Ｙ（黄）  ＧＹ（黄緑） Ｇ（緑）  ＢＧ（青緑）Ｂ（青）  ＰＢ（青紫） Ｐ（紫）  ＲＰ（赤紫）

明度の

下限値

彩度の

上限値

【彩度】14（鮮やか） 

12 

10 

８ 

６ 

４ 

２ 

０（落ち着いた） 

10（明るい） 

 

５ 

 

０ （暗い） 

【明度】

                                                  
※１ マンセル表色系：アメリカの画家、美術教育家のＡ.Ｈ.マンセルが考案した色を客観的に表す表示体系のこと。すべての物

体色を色相、明度、彩度という３つの尺度（色の三属性）の組み合わせによる記号（マンセル記号）で表示し、主観による個人

差が生じない客観的な情報として伝達することができる。日本工業規格に採用されるなど、産業界に広く普及している。 
※２ マンセル色度図：色相、明度、彩度による三次元立体によって表される色の分布を、二次元平面に置き換えて座標化した
もの。二次元表現では、〈色相－明度〉と〈色相－彩度〉の二つの図からなり、２つの点で一つの色彩を表す。 
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